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デジタルマーケットプレイス（DMP）とは
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通常の情報システムに関する契約
調達の都度、行政機関の調達仕様に対して、複数社が提案と価格を
提示し、両面から最も優れた事業者が落札します。
（総合評価方式）

DMPによるIT調達
デジタル庁とあらかじめ基本契約を締結した事業者が、デジタルサービス
を登録するサイトを設け、そのサイトより各行政機関が最適なサービスを
選択し、個別契約を行う調達手法です。

課題：調達期間が長く、手続が官民双方で負担に
参入障壁が高く、市場の透明性が低い

目指す姿：調達期間を短縮、官民双方で調達を簡素に
市場の透明性を高め、多様な事業者参入を促進

【取組の目的】
行政機関のクラウドソフトウェア（SaaS）調達迅速化と多様なベンダー参入による調達先の多様化



DMPカタログサイト各機能のリリース
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DMP運営事務局
（サイト管理）

行政機関等
[国・自治体等]

（ログインあり）

一般利用者
（ログインなし） ・ソフトウェアの登録

・販売サービスの登録
（直販の場合）

・販売サービスの登録

・フリー検索のみ

・フリー検索
・調達モード検索
・検索結果比較
・帳票ダウンロード

Ｇ
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ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ
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ソフトウェア会社
（ログインあり）

販売会社
（ログインあり）

DMP
カタログサイト
（正式版）

１．2024年10月末リリース済２．2025年1月30日リリース済

３．2025年3月末までにリリース予定

調達のための機能は年度内を目処にリリース予定です。リリースに先立ち1月17日に地方自治地法上の技術
的助言として調達ガイドを発出しております。また、以下のサイトにも利用に関するガイドが揃っています
のでご活用ください。

https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/government/



DMPの現状について

これまでの取組と今後の予定

2024年（済）
• 10月中に事業者向けに説明会を実施。

• 10月末からソフトウェア会社、販売会社がソフトウェア・
サービスを登録開始。

• 11月中に行政機関・自治体向けに説明会を実施。（1300名
以上が参加）

2025年
• 1月中旬 自治体向けに調達ルールに関する通知発出（済）

    自主的措置一部改正施行（済）

• 1月30日にソフトウェア・サービスの検索機能をリリース

• 3月末まで 行政機関・自治体の調達で利用する機能（調達
モードでの検索、検索結果のダウンロード等）をリリース
予定。
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現在登録されているソフトウェアの事例

• 業務プロセスのデジタル化
• 地理情報活用
• データ可視化
• 防災の情報集約・通知
• 施設予約
• 財務会計
• 電子契約 など

事業者によるDMP登録状況

DMPカタログサイト利用状況

2025/2/4時点

2025/2/2時点
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行政利用者による各フェーズでのDMPカタログサイトの活用

企画 仕様策定・予算要求 調達

• 政策目的を実現する手段と
してどんなソフトウェアが
存在するかの探索

• ソフトウェア・販売会社の
発見とサービスの理解

• 調達を想定するソフトウェ
アの仕様整理

• ソフトウェア会社、販売会
社からの詳細ヒアリングと
見積入手

• 調達仕様に合わせた検索及
び選定の実施

• 販売会社との調達契約のエ
ビデンス取得

市場で提供されている
ソフトウェアの探索

調達するソフトウェア
の仕様・予算整理

迅速なソフトウェアの
調達

DMPカタログサイトは調達だけでなくそれ以前のフェーズから活用いただくことで、ソフト
ウェア調達の解像度を高めることが可能です。



行政利用者の調達プロセス

契約担当部署が確認

調達仕様
チェックシート 調達仕様

チェックシート

DMPカタログサイトを利用
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行政利用者がDMPカタログサイトを利用して調達する際、以下のプロセスを実施することを
想定しています。

調達担当課が実施

調達仕様チェックシートと検索結果を
指名競争入札の根拠として入札手続き

調達仕様チェックシートと検索結果を
随意契約の確証として契約手続き調達仕様

チェックシートを
作成

DMPカタログ
サイトの
アカウント取得

DMPカタログ
サイトログイン

「調達モード」で
調達仕様チェッ

クシート
の検索条件で検索

DMPカタログ
サイトで検索
結果を出力

行政利用者は行政ドメインの
メールアドレスで作成ができます。



各省庁の皆さまへのお願い

• 現在調達されているSaaSを、DMPを通じて調達する場合には、事業者が
DMPカタログサイトにソフトウェア、販売サービスを登録していることが前
提となります。お付き合いのあるSaaS事業者、販売事業者ございましたら、
DMPへの登録を促していただければ幸いです。

※既に各行政機関で調達されている優良なSaaSを、他の行政機関にも知っていただくことで、政府・自治

体全体のデジタル化に貢献することとなりますので是非積極的にお声かけいただければ幸いです。

• ぜひDMPをソフトウェアの検索や調達の参考等にご利用ください！
※調達機能を待たず、活用できる機能をぜひ触ってみていただければ幸いです。
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行政向けガイド事業者向けガイド

DMPカタログサイトの詳しいガイドは以下からご確認ください。

https://www.dmp-
official.digital.go.jp/userguide/
government/

https://www.dmp-
official.digital.go.jp/userguide/
vendor/

https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/government/
https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/government/
https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/government/
https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/vendor/
https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/vendor/
https://www.dmp-official.digital.go.jp/userguide/vendor/
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